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平成28年度から適用される特別区民税・都民税（住民税）の主な変更点 

 

１ 寄附金税額控除に関する改正 

⑴ ふるさと納税（都道府県、市区町村への寄附）に係る特例控除額の上限額の拡大 

 特例控除額の上限額を、住民税所得割額の２割（改正前は１割）に引き上げること

とされました。 

 この改正は、平成27年1月1日以後の寄附金に適用されます。 

 

⑵ ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設 

 確定申告が不要な給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の要件の下、

ふるさと納税先の地方団体に申請することにより、確定申告をせずに寄附金控除の適

用を受けられる特例制度が設けられました。この特例の適用を受ける場合は、寄附金

控除による所得税減額分に相当する額が、申告特例控除額として住民税から控除され

ます。 

 この改正は、平成27年4月1日以後の寄附金に適用されます。 

 

 ①寄附、申告特例申請書

の提出 

 

都道府県・市区町村への寄附者 

(確定申告が不要な給与所得者等が対象)
寄附先団体

  

③寄附をした翌年度の

住民税の減額 
 

②申告特例通知書 

（寄附金税額控除に関

する事項の通知） 

 住所地市区町村  

 

※ 次に掲げる方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられません。

この場合、ふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、寄附金の受

領証明書を添付し改めて申告する必要があります。 

・所得税の確定申告が必要な方 

・医療費控除などを受けるために、所得税の確定申告や住民税の申告をする方 

・ふるさと納税先の地方団体の数が５を超える方 



２ 公的年金等からの特別徴収に関する改正 

 平成28年10月1日から、公的年金等からの特別徴収の方が他市区町村に転出した場合や、

特別徴収の税額に変更が生じた場合、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとな

りました。 

 

 

３ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 

 対象となる家屋の居住年月日を、平成31年6月30日まで延長することとされました。 


